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   提案理由 

 「児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）」の施行に伴い、

所要の改正を行うものです。 



 

木津川市条例第   号 

 

   児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す   

る条例（案）    

 

 （木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 

る条例の一部改正） 

第１条 木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年木津川市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （１）～（２２） （略） 

 （２３） 特定地域型保育事業 法第４

３条第４項に規定する特定地域型

保育事業をいう。 

（２４）～（２９） （略） 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じて、それぞ

れ当該各号に定めるものに基づき、小学

校就学前子どもの心身の状況等に応じ

て、特定教育・保育の提供を適切に行わ

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （１）～（２２） （略） 

 （２３） 特定地域型保育事業 法第４

３条第２項に規定する特定地域型

保育事業をいう。 

（２４）～（２９） （略） 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じて、それぞ

れ当該各号に定めるものに基づき、小学

校就学前子どもの心身の状況等に応じ

て、特定教育・保育の提供を適切に行わ



 

なければならない。 

（１） 幼保連携型認定こども園（就学

前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下

「認定こども園法」という。）第２

条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園をいう。以下同じ。） 

  幼保連携型認定こども園教育・保育

要領（認定こども園法第１０条第１

項の規定に基づき主務大臣が定め

る幼保連携型認定こども園の教育

課程その他の教育及び保育の内容

に関する事項をいう。次項において

同じ。） 

（２）～（４） （略） 

２ （略） 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保

育施設の職員にあっては、認定こども園

法第２７条の２第１項各号、幼稚園であ

る特定教育・保育施設の職員にあっては、

学校教育法第２８条第２項において準用

する認定こども園法第２７条の２第１項

なければならない。 

（１） 幼保連携型認定こども園（就学

前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下こ

の号及び次号において「認定こども

園法」という。）第２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園を

いう。以下同じ。） 幼保連携型認

定こども園教育・保育要領（認定こ

ども園法第１０条第１項の規定に基

づき主務大臣が定める幼保連携型

認定こども園の教育課程その他の教

育及び保育の内容に関する事項を

いう。次項において同じ。） 

（２）～（４） （略） 

２ （略） 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為

その他当該教育・保育給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 



 

各号）に掲げる行為その他当該教育・保

育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

（木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年木津川市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第

１項各号に掲げる行為その他当該利用

乳幼児の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定に

かかわらず、次の表の左欄に掲げる健康

診断又は健康診査（母子保健法（昭和４

０年法律第１４１号）第１２条又は第１

３条に規定する健康診査をいう。同表に

おいて同じ。）（以下この項において「健

康診断等」という。）が行われた場合で

あって、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定に

かかわらず、児童相談所等における乳児

又は幼児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断が行われた場合

であって、当該健康診断が利用乳幼児に

対する利用開始時の健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、

利用開始時の健康診断の全部又は一部

を行わないことができる。この場合にお

いて、家庭的保育事業者等は、児童相談

所等における乳幼児の利用開始前の健



 

わないことができる。この場合において、

家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の

左欄に掲げる健康診断等の結果を把握

しなければならない。 

児童相談所等に

おける乳児又は幼

児（以下「乳幼児」

という。）の利用

開始前の健康診

断 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健

康診査 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断、定期

の健康診断又は

臨時の健康診断 

３・４ （略） 

（職員） 

第２３条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第

１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した保育士（ 

法第１８条の２７第１項に規定する認定

地方公共団体（以下「認定地方公共団体」

という。）の区域内にある家庭的保育事

業を行う場所にあっては、保育士又は当

該認定地方公共団体の区域に係る法第

康診断の結果を把握しなければならな

い。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

（職員） 

第２３条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第

１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した保育士又

は保育士と同等以上の知識及び経験を

有すると市長が認める者であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

 

 

 



 

１８条の２９に規定する地域限定保育士

（以下「地域限定保育士」という。））

又は保育士と同等以上の知識及び経験

を有すると市長が認める者であって、次

の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

（１）・（２） （略） 

３ （略） 

（職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保

育士（認定地方公共団体の区域内にある

小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育

士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る地域限定保育士。次項において同

じ。）、嘱託医及び調理員を置かなけれ

ばならない。ただし、調理業務の全部を

委託する小規模保育事業所Ａ型又は第

１６条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型

にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

２・３ （略） 

（職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事

業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」と

いう。）には、保育士（認定地方公共団

体の区域内にある小規模保育事業所Ｂ

型にあっては、保育士又は当該認定地方

 

 

 

 

 

 

（１）・（２） （略） 

３ （略） 

（職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保

育士、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委

託する小規模保育事業所Ａ型又は第１

６条第１項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所Ａ型に

あっては、調理員を置かないことができ

る。 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事

業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」と

いう。）には、保育士その他保育に従事

する職員として市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が

 



 

公共団体の区域に係る地域限定保育士。

次項において同じ。）その他保育に従事

する職員として市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者（次項

において「保育従事者」という。）、嘱

託医及び調理員を置かなければならな

い。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所Ｂ型又は第１６条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬

入する小規模保育事業所Ｂ型にあって

は、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士（認定地方公共団体の区域

内にある保育所型事業所内保育事業所

にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次

項において同じ。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する保育所型事業所

内保育事業所又は第１６条第１項の規

定により搬入施設から食事を搬入する保

育所型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

行う研修を含む。）を修了した者（次項

において「保育従事者」という。）、嘱

託医及び調理員を置かなければならな

い。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所Ｂ型又は第１６条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬

入する小規模保育事業所Ｂ型にあって

は、調理員を置かないことができる。 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する保育所型事業所内保育

事業所又は第１６条第１項の規定により

搬入施設から食事を搬入する保育所型

事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 



 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が

１９人以下のものに限る。次条において

「小規模型事業所内保育事業」という。）

を行う事業所（以下この条において「小

規模型事業所内保育事業所」という。）

には、保育士（認定地方公共団体の区域

内にある小規模型事業所内保育事業所

にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次

項において同じ。）その他保育に従事す

る職員として市長が行う研修（市長が指

定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（次項に

おいて「保育従事者」という。）、嘱託

医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規

模型事業所内保育事業所又は第１６条

第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模型事業所内保育事業所

にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

２・３ （略） 

   附 則 

１～１０ （略） 

１１ 認定地方公共団体の区域内にある

小規模保育事業所Ａ型等についての前

項の規定の適用については、同項中「除

く。）」とあるのは、「除く。）又は当

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が

１９人以下のものに限る。次条において

「小規模型事業所内保育事業」という。）

を行う事業所（以下この条において「小

規模型事業所内保育事業所」という。）

には、保育士その他保育に従事する職員

として市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（次項において

「保育従事者」という。）、嘱託医及び

調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模型事

業所内保育事業所又は第１６条第１項

の規定により搬入施設から食事を搬入す

る小規模型事業所内保育事業所にあっ

ては、調理員を置かないことができる。 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

   附 則 

１～１０ （略） 

 

 

 

 

 



 

該小規模保育事業所Ａ型等が所在する

認定地方公共団体の区域に係る地域限

定保育士」とする。 

 

 

 

 （木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年木津川市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（職員） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者であって、都道府県知

事が行う研修を修了したものでなければ

ならない。 

（１） 保育士（法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体の

区域内にある放課後児童健全育成

事業所にあっては、保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定

保育士）の資格を有する者 

（２）～（１０） （略） 

４・５ （略） 

（虐待等の禁止） 

（職員） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者であって、都道府県知

事が行う研修を修了したものでなければ

ならない。 

（１） 保育士の資格を有する者 

 

 

 

 

 

 

（２）～（１０） （略） 

４・５ （略） 

（虐待等の禁止） 

 



 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の１

０第１項各号に掲げる行為その他当該利

用者の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の１

０各号に掲げる行為その他当該利用者

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

（木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の一部改正） 

第４条 木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（令和６年木津川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

附 則 

１ （略） 

（経過措置） 

２ 当分の間、木津川市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条

例第２９条第２項、第３１条第２項、第

４４条第２項及び第４７条第２項の規定

の適用については、同条例第２９条第２

項第３号、第３１条第２項第３号、第４

４条第２項第３号及び第４７条第２項第

３号中「１５人」とあるのは「２０人」

と、同条例第２９条第２項第４号、第３

１条第２項第４号、第４４条第２項第４

号及び第４７条第２項第４号中「２５人」

とあるのは「３０人」とする。 

附 則 

１ （略） 

（経過措置） 

２ 当分の間、この条例による改正後の

木津川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下

「新条例」という。）第２９条第２項、

第３１条第２項、第４４条第２項及び

第４７条第２項の規定の適用について

は、新条例第２９条第２項第３号、第

３１条第２項第３号、第４４条第２項

第３号及び第４７条第２項第３号中

「１５人」とあるのは「２０人」と、

新条例第２９条第２項第４号、第３１

条第２項第４号、第４４条第２項第４

 

 



 

 

 

３ 前項に規定する期間内においても、小

規模保育事業者（Ａ型）、小規模保育事

業者（Ｂ型）、保育所型事業所内保育事

業者及び小規模型事業所内保育事業者

は、同項の規定による読替え前の木津川

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例第２９条第２項、

第３１条第２項、第４４条第２項及び第

４７条第２項に定める基準を満たす数の

保育士及び保育従事者を置くよう努めな

ければならない。 

号及び第４７条第２項第４号中「２５

人」とあるのは「３０人」とする。 

３ 前項に規定する期間内においても、

小規模保育事業者（Ａ型）、小規模保

育事業者（Ｂ型）、保育所型事業所内

保育事業者及び小規模型事業所内保育

事業者は、同項の規定による読替え前

の新条例第２９条第２項、第３１条第

２項、第４４条第２項及び第４７条第

２項に定める基準を満たす数の保育士

及び保育従事者を置くよう努めなけれ

ばならない。 

 （木津川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第５条 木津川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年木津川市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） 

第１３条 （略） 

（職員の基準） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所

には、保育士（法第１８条の２７第１項

に規定する認定地方公共団体の区域内

にある一般型乳児等通園支援事業所に

（虐待等の防止） 

第１３条 （略） 

（職員の基準） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所

には、保育士その他乳児等通園支援に従

事する職員として市長が行う研修（市長

が指定する都道府県知事その他の機関

 

 



 

あっては、保育士又は当該認定地方公共

団体の区域に係る法第１８条の２９に規

定する地域限定保育士。以下この条にお

いて同じ。）その他乳児等通園支援に従

事する職員として市長が行う研修（市長

が指定する都道府県知事その他の機関

が行う研修を含む。）を修了した者（以

下この条において「乳児等通園支援従事

者」という。）を置かなければならない。 

２・３ （略） 

が行う研修を含む。）を修了した者（以

下この条において「乳児等通園支援従事

者」という。）を置かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第２条の改正は、令和８年

４月１日から施行する。 

  


